
令和８年度 子育て支援推進事業関連補助金 よくある質問 

 

共 通 

質   問 回   答 

夫婦のうち、申請者はどちらになりますか。 
対象の赤ちゃんと同居している保護者であれば、どちらでも

大丈夫です。 

赤ちゃんと一緒に四国中央市に転入しましたが対象に

なりますか。 

対象になります。 

諸条件は、市内在住の方と同じです。 

所得制限はありますか。 ありません。 

ひとり親家庭（未婚の母等含む）は対象になりますか。 対象になります。 

完納証明書はどこで発行できますか。 

市役所１階の市民窓口センター又は、各支所の窓口センタ

ーで発行できます。（１通３００円） 

※四国中央市で発行したものに限ります。 

完納証明書が発行できない場合はどうすればいいです

か。 

証明願をご提出いただきますのでご相談ください。 

（１通 300円） 

（https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/uploaded/attachment/29122.pdf） 

住民票は必要ですか。 誓約書兼同意書にすべて「✓」が入っていれば不要です。 

戸籍謄本は必要ですか。 
父・母・子が同一世帯にない場合に必要です。 

（単身赴任 等） 

何回かに分けて申請することは可能ですか。 

１回の出産につき、申請は１回限りです。 

また、補助限度額に達していない場合でも残額を翌年度以

降に繰り越すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１日 

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/uploaded/attachment/29122.pdf


 

出産世帯応援補助金 

質   問 回   答 

電子決済のアプリは何ですか。 
「みきゃんアプリ」です。 

申請時に「みきゃんアプリ」の登録が必要です。 

地域限定電子マネーは誰に給付されますか。 
申請者のスマホに給付されます。 

※夫婦間、他人への受け渡しはできません。 

対象商品や購入店に指定はありますか。 

対象商品は赤ちゃんの育児用品、時短・省エネ家電、育児

サービスで、市内の登録店となります。登録店は「みきゃんア

プリ」もしくはホームページよりご確認ください。 

購入したレシート等を市役所へ提出する必要があります

か。 

申請手続きの簡素化を図るため必要ありません。 

スマホに給付された地域限定電子マネーで対象商品のお

買い物ができます。 

給付された地域限定電子マネーの利用期限はあります

か。 

地域限定電子マネー給付日の翌月から、6 か月目の月末

日までです。 

地域限定電子マネーの給付はいつですか。 

申請翌月の 10 日に、ご登録いただいたメールアドレスに給

付コードが届きますので、みきゃんアプリへの入力をお願い

いたします。 

（給付日が土日祝日の場合は前開庁日に給付します。） 

省エネ家電はどんなものが対象になりますか。 

資源エネルギー庁 HPの省エネ型製品情報サイトの機種名

（型番）に載っている製品かつ、製品カタログ等により、同製

品が統一省エネラベル２つ星以上のものが対象です。   

ほかにも、配達料、設置工事費も対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

出産世帯奨学金等返還事業 

質   問 回   答 

親が奨学金を返還している場合、対象になりますか。 

対象外です。 

本人の就学のために使われたものであり、かつ本人が債務

者として返済しているものに限ります。 

対象になるかどうか不明な場合は、事前に担当までお問い

合わせください。 

なお、教育ローンは対象外です。 

対象外になるのはどういう場合ですか。 
① 他の奨学金返還支援事業を受けている場合 

② 申請時に奨学金の滞納がある場合 

どの期間が対象になりますか。 

母子健康手帳の交付日から 1歳の誕生日の前日までの間

に支払ったものが対象となります。 

※令和７年度出生世帯をもって終了しました。 

奨学金等の貸与を証する書類とはどういったものです

か。 

本人の奨学生番号、氏名、発行者の名前が書かれておりか

つ公印が押されているものが必要です。 

（例）貸与証明書、返還証明書、返還額証明書 等 

返済計画を確認することができる書類とはどういったも

のですか。 

毎月の（又は定期的な）支払額が記載されているものが必

要です。 

通帳等の引き落とし額と一致しているかどうか確認させてい

ただきます。 

申請した補助金はいつ振り込まれますか。 審査後約 1 ヵ月後の振り込みになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

出産世帯リフォーム等事業 

質   問 回   答 

こどもが何人いれば対象になりますか。 18歳未満の同居しているこどもが 2人以上です。 

リフォーム会社の指定はありますか。 

県内に住所を有する個人事業者又は県内に本社、支店、営

業所等を有し、リフォーム事業を営む法人事業者との契約に

より実施する改修工事を対象とします。 

自分で行ったリフォーム（DIY によるリフォーム）の材料

費は対象になりますか。 
対象外です。 

新築工事・増築工事は対象になりますか。 対象外です。 

周辺設備の整備工事（外構工事は対象になりますか。 
※外構工事のみ、令和７年度出生世帯をもって終了しま

した。 

リフォームが申請年度内に終わらなかった場合、次年度

へ持ち越せますか。 

持ち越せません。 

 

リフォーム工事の範囲はどのようなものですか。 

子育てしやすい環境づくりに寄与するものを対象とします。 

クロス張替えのような軽易なものは含みません。 

詳細はお問い合わせください。 

給湯器の交換は対象になりますか。 
リフォーム工事であれば対象です。 

単なる交換のみは対象外です。 

申請者または配偶者以外が所有者となっている場合は

対象外ですか。 

所有者に同意書を自筆（押印）いただければ賃貸でも対象

となります。 

引越し業者の指定はありますか。 
引越し業又は運送事業を営む法人が実施する引越しが対

象です。 

業者を介さず、自分で引越しをした場合の、レンタカー代

や燃料費は対象になりますか。 
対象外です。 

どの期間が対象になりますか。 

母子健康手帳の交付日から 1 歳の誕生日前日、もしくは令

和 9年 3月 31日のいずれか早い日までの間に工事が完

了し、支払いが済んだものが対象となります。 

支払方法の指定はありますか。 

ありません。 

クレジットカード決済の場合、口座からの引き落としが完了

した後でなければ申請できません。 

申請した補助金はいつ振り込まれますか。 審査後約 1 ヵ月後の振り込みになります。 

 

〇問い合わせ先 

四国中央市 こども家庭課   

TEL ０８９６－２８－６０２７ 


